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　2019年６月10日、厚生労働省は年金分野でのマイナンバー制度の利用と情報連携について、同年７月１日に試行運用（同年
４月15日開始）から本格運用に移行することを公表した。７月１日からは日本年金機構等から地方公共団体等へ、地方公共団
体等から日本年金機構等へ、双方の情報連携が年金分野で、情報の連携照会が行えるようになる（図１）。マイナンバー制度を
導入すると年金の裁定請求手続時や国民年金保険料免除手続時の大きなメリットとなる「添付書類省略」については情報提供
ネットワークシステムを活用することで、住民票の写し及び所得証明書等や、雇用保険受給者資格証等の添付省略が可能にな
る（図２）。

■ 図１　年金関係の情報連携を行う主な事務手続

　年金分野でのマイナンバー制度の利用と情報連携を７月１日から本格運用

※�①、②ともに情報連携で取得できない情報を確認する場合等、引き続き添付書類が必要となる場合があります。
また、添付書類の省略等のメリットは、本格運用への移行後に生じます。具体的な対象手続等については順次公表。

 Vol.76（通巻721号）
2019.7.12  7月号

発行所  一般財団法人 年金住宅福祉協会
〒105-0003　東京都港区西新橋 1-10-2
TEL. 03-3501-4791  FAX. 03-3502-0086
http://kurassist.jp
E-mail : info@kurassist.jp



Topics―トピックス

■ 図2　年金の手続時の添付書類省略が可能となる例（日本年金機構⇒自治体等）
①年金の裁定請求時の添付書類省略

②国民年金保険料免除手続時の添付書類省略

　
　2019年６月11日、厚生労働省は「第43回社会保障審議会年金事業管理部会」を開催した（部会長は増田寛也（東京大学公共
政策大学院客員教授）と代理の大山永昭（東京工業大学特命教授））。議事は「日本年金機構2018年度業務実績及び第２期中期
目標期間の業務実績について」など。
　日本年金機構では、2015年12月に「日本年金機構再生プロジェクト」を策定し、2016年度からの３年間を集中取組期間と定
め、71項目にわたる改革を進めてきた。2018年度は、再生プロジェクトの集大成の年となることから、『「再生飛翔」機能を完成
させる―制度を実務に―』を組織目標とし、「年金給付業務の抜本改革」、「お客様チャネルの再構築」、「事務センターのビジネ
スモデルの確立」、「公正な公権力行使業務の再構築」、「更なる現場主義の人事改革」を重点取組課題と位置付け、目標達成に向
け集中的に検討・実施を進めてきた。
　第２期中期（2014年４月～2019年３月）においては「第２期中期業務実績報告書（案）」を取りまとめた。この期には、2015
年５月に発生した不正アクセスによる情報流出事案を踏まえて「日本年金機構再生プロジェクト」を策定し、2016年度からの
３年間を集中取組期間と定め、組織改革、人事改革、業務改革、情報開示・共有の促進及び情報セキュリティ対策の強化を柱と
する改革に、組織を挙げて取り組んできた（表１）。そのようななか2017年度に相次いで発生した振替加算の誤り及び年金給
付に係る事務処理誤りについて総点検を行い、それを契機に給付業務の抜本的改革に取り組むととともに、2018年度には扶養
親族等申告書に関する業務委託に係る事案について、厚生労働大臣から業務改善命令を受けたことを踏まえ、調達ルール・外
部委託管理の見直しや、調達企画部の設置等の組織体制の強化を行い、インハウス型委託の実施を進めた。第３期中期計画期
間においても、引き続き本部実務の組織・業務の見直し、情報共有体制の強化等、業務運営に係る改善措置を確実に実行して
いくとしている。

※�①、②ともに情報連携で取得できない情報を確認する場合等、引き続き添付書類が必要となる場合があります。また、添付書類の省略等のメリットは、本格運用への
移行後に生じます。具体的な対象手続等については順次公表。

　日本年金機構が第２期中期業務実績報告書（案）を公表 ～第43回社会保障審議会年金事業管理部会～
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■ 表１　第２期中期計画と取組状況

第2期中期計画 第2期中期計画の取組状況

厚生年金保険・健康保険等の適用促進対策、厚生年
金保険・健康保険等の徴収対策

国民年金の適用促進対策、国民年金保険料収納対策

Ⅰ 提供するサービスその他の業務の質の向上に関す
　る事項 
　１．国民年金の適用・収納対策

　２．厚生年金保険・健康保険等の適用・徴収対策

迅速な支給決定、正確な事務、年金受給にできる限
り結び付けていくための取組

　３．年金給付

年金記録の確認等の対応、再発防止及び年金記録の
正確な管理

　４．年金記録の正確な管理と年金記録問題の再発
　　　防止のための対応

業務処理マニュアルに基づく正確な事務処理の徹
底、事務処理誤り防止の取組

　５．事務処理の正確性の確保

年金相談、分かりやすい情報提供の推進、公的年金
制度に対する理解の促進

　６．年金相談、情報提供等

電子（媒体）申請の推進、ねんきんネットを活用し
たお客の利便性の向上・業務の効率化の取組、社会
保障・税番号制度（マイナンバー）の活用

年金制度改正への対応、社会保障・税番号制度（マ
イナンバー）への対応

　９．年金制度改正等への対応

業務の合理化・効率化・標準化、業務改善の推進、
事務センターにおける業務の標準化・効率化、ブロッ
ク本部の本部への統合、年金事務所の適正配置

Ⅱ 業務運営の効率化に関する事項 
　１．効率的な業務運営体制

内部統制システム構築の適正な運用、組織改革、コ
ンプライアンス確保とリスク管理の取組、人員配置
の適正化、ルールの徹底、適正な監査の実施、組織
風土改革の推進、文書の適正管理、お客様の住所の
適切な把握と返送郵便物の適切な対応

Ⅲ 業務運営における公正性及び透明性の確保その他
　業務運営に関する重要事項
　１．内部統制システムの有効性確保

Ⅳ 予算、収支計画及び資金計画
　１．予算

Ⅴ 不要財産又は不要財産となることが見込まれる財
　産の処分に関する計画

　２．収支

　３．資金計画

「お客様へのお約束10か条」の実現 　７．お客様サービスの向上

人員体制及び人件費、一般管理費及び業務経費　２．運営経費の抑制等

委託業者の適切な選定、委託業務の管理・監視、複
数年契約の活用

　３．外部委託の推進

契約の競争性・透明性の確保、調達委員会による事
前審査等、複数年契約等合理的な契約形態の活用

　４．契約の競争性・透明性の確保等

現行システムの適切かつ確実な運用、現行システム
の制度改正等への対応、現行システムの業務改善へ
の対応、社会保険オンラインシステムの見直し

　５．社会保険オンラインシステムの運用・開発、
　　　見直し

人事方針、人材登用、適正な人事評価制度の運用、
人材育成、働きやすい職場環境の確立、健全な労使
関係

　２．人事及び人材の育成

事務処理誤り等の公表、年次報告書（アニュアルレ
ポート）の作成・発行、その他業務運営に関する情
報の公表

　３．情報公開の推進

組織体制の確立、個人情報保護に対する職員の意識
の徹底、システム上の対策、業務運営上の対策、外
部委託先における個人情報の管理、監査によチェック

・資産管理見直し方針の決定
・6宿舎の廃止、国庫納付の実施

中期目標、中期計画及び年度計画に基づき予算、収
支計画、資産計画の作成

　４．個人情報の保護に関する事項

　８．ＩＣＴ化の推進

女性

男性

49.1

0.12
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2.03

2014年度

86.6

2.30

2015年度

81.5

2.65

2016年
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3.16

2017年

83.2

5.14

2018年

（単位：％）
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　2019年６月13日、厚生労働省は「2018年度雇用均等基本調査（速報）」を公表し、育児休業取得者割合（女性・男性）につい
て調査結果を発表した。これによると、2016年10月１日～2017年９月30日の在職期間に出産した女性のうち、2018年10月
１日までに育児休業を開始した者（申出を行った者も含む）の割合は82.2％で、2017年度調査より1.0ポイント低下している。
一方で、配偶者である男性の場合は6.16％で、前回調査より1.02ポイントの上昇となった（表２）。ここ数年、女性は低下傾向、
男性は上昇傾向にある。女性で取得率が最も高いのは「電気・ガス・熱供給・水道業」の100.0％、最も低いのは「鉱業，採石業，
砂利採取業」の53.0％となっている。男性で取得率が最も高いのは「宿泊業，飲食サービス業」の19.32％、最も低いのは「教育，
学習支援業」の1.89％となっている。事業所規模別にみると、女性は５～29人規模の事業所が77.2％で最も低く、500人以上
規模の事業所が96.0％で最も高く、その差は18.8ポイントとなっている。男性は30～99人規模の事業所が3.38％で最も低く、
500人以上規模の事業所が7.79％で最も高くなっている。�
　育児休業等の期間においては、申出を行うことで育児休業等開始月から終了予定日の翌日の月の前月（育児休業終了日が月
の末日の場合は育児休業終了月）まで年金保険料が免除となる。免除期間中も被保険者資格に変更はなく、保険給付には育児
休業等取得直前の標準報酬月額が用いられるため、年金額にも影響はない。

■ 表２　育児休業取得率の推移

　
　厚生労働省は2019年６月27日、2018年度の国民年金保険料の納付率を公表した。納付率は全体的には年々上昇しているが、
年齢別に2016年度分の最終納付率と現年度納付率を見ると、55～59歳が最も高く、25～29歳が最も低くなっている（図３）。

【2016年度分の納付率】（最終納付率）
　対前年度比1.5％増の74.6％であった。未納分を遡って納付できる過去２年分を含めてすべてを集計したものとなっている。最
終納付率は2010年度分（64.5％）から６年連続で上昇している。納付対象月数は11,703万月で、納付月数は8,735万月であった。

【2017年度分の納付率】（過去１年目）
　対前年度比1.9％増の73.4％であった。納付対象月数は10,877万月で、納付月数は7,988万月であった。

【2018年年度分の納付率】（現年度納付率）
　対前年度比1.8％増の68.1であった。納付対象月数は10,697万月で、納付月数は7,287万月であった。

第2期中期計画 第2期中期計画の取組状況

厚生年金保険・健康保険等の適用促進対策、厚生年
金保険・健康保険等の徴収対策

国民年金の適用促進対策、国民年金保険料収納対策

Ⅰ 提供するサービスその他の業務の質の向上に関す
　る事項 
　１．国民年金の適用・収納対策

　２．厚生年金保険・健康保険等の適用・徴収対策

迅速な支給決定、正確な事務、年金受給にできる限
り結び付けていくための取組

　３．年金給付

年金記録の確認等の対応、再発防止及び年金記録の
正確な管理

　４．年金記録の正確な管理と年金記録問題の再発
　　　防止のための対応

業務処理マニュアルに基づく正確な事務処理の徹
底、事務処理誤り防止の取組

　５．事務処理の正確性の確保

年金相談、分かりやすい情報提供の推進、公的年金
制度に対する理解の促進

　６．年金相談、情報提供等

電子（媒体）申請の推進、ねんきんネットを活用し
たお客の利便性の向上・業務の効率化の取組、社会
保障・税番号制度（マイナンバー）の活用

年金制度改正への対応、社会保障・税番号制度（マ
イナンバー）への対応

　９．年金制度改正等への対応

業務の合理化・効率化・標準化、業務改善の推進、
事務センターにおける業務の標準化・効率化、ブロッ
ク本部の本部への統合、年金事務所の適正配置

Ⅱ 業務運営の効率化に関する事項 
　１．効率的な業務運営体制

内部統制システム構築の適正な運用、組織改革、コ
ンプライアンス確保とリスク管理の取組、人員配置
の適正化、ルールの徹底、適正な監査の実施、組織
風土改革の推進、文書の適正管理、お客様の住所の
適切な把握と返送郵便物の適切な対応

Ⅲ 業務運営における公正性及び透明性の確保その他
　業務運営に関する重要事項
　１．内部統制システムの有効性確保

Ⅳ 予算、収支計画及び資金計画
　１．予算

Ⅴ 不要財産又は不要財産となることが見込まれる財
　産の処分に関する計画

　２．収支

　３．資金計画

「お客様へのお約束10か条」の実現 　７．お客様サービスの向上

人員体制及び人件費、一般管理費及び業務経費　２．運営経費の抑制等

委託業者の適切な選定、委託業務の管理・監視、複
数年契約の活用

　３．外部委託の推進

契約の競争性・透明性の確保、調達委員会による事
前審査等、複数年契約等合理的な契約形態の活用

　４．契約の競争性・透明性の確保等

現行システムの適切かつ確実な運用、現行システム
の制度改正等への対応、現行システムの業務改善へ
の対応、社会保険オンラインシステムの見直し

　５．社会保険オンラインシステムの運用・開発、
　　　見直し

人事方針、人材登用、適正な人事評価制度の運用、
人材育成、働きやすい職場環境の確立、健全な労使
関係

　２．人事及び人材の育成

事務処理誤り等の公表、年次報告書（アニュアルレ
ポート）の作成・発行、その他業務運営に関する情
報の公表

　３．情報公開の推進

組織体制の確立、個人情報保護に対する職員の意識
の徹底、システム上の対策、業務運営上の対策、外
部委託先における個人情報の管理、監査によチェック

・資産管理見直し方針の決定
・6宿舎の廃止、国庫納付の実施

中期目標、中期計画及び年度計画に基づき予算、収
支計画、資産計画の作成

　４．個人情報の保護に関する事項

　８．ＩＣＴ化の推進
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　男性の育児休業取得率アップ ～2018年度雇用均等基本調査（速報）～

（ねんきんAtoZ「出産するとき」
https://kurassist.jp/nenkin_atoz/koumoku_index.html#koumoku05）

第2期中期計画 第2期中期計画の取組状況

厚生年金保険・健康保険等の適用促進対策、厚生年
金保険・健康保険等の徴収対策

国民年金の適用促進対策、国民年金保険料収納対策

Ⅰ 提供するサービスその他の業務の質の向上に関す
　る事項 
　１．国民年金の適用・収納対策

　２．厚生年金保険・健康保険等の適用・徴収対策

迅速な支給決定、正確な事務、年金受給にできる限
り結び付けていくための取組

　３．年金給付

年金記録の確認等の対応、再発防止及び年金記録の
正確な管理

　４．年金記録の正確な管理と年金記録問題の再発
　　　防止のための対応

業務処理マニュアルに基づく正確な事務処理の徹
底、事務処理誤り防止の取組

　５．事務処理の正確性の確保

年金相談、分かりやすい情報提供の推進、公的年金
制度に対する理解の促進

　６．年金相談、情報提供等

電子（媒体）申請の推進、ねんきんネットを活用し
たお客の利便性の向上・業務の効率化の取組、社会
保障・税番号制度（マイナンバー）の活用

年金制度改正への対応、社会保障・税番号制度（マ
イナンバー）への対応

　９．年金制度改正等への対応

業務の合理化・効率化・標準化、業務改善の推進、
事務センターにおける業務の標準化・効率化、ブロッ
ク本部の本部への統合、年金事務所の適正配置

Ⅱ 業務運営の効率化に関する事項 
　１．効率的な業務運営体制

内部統制システム構築の適正な運用、組織改革、コ
ンプライアンス確保とリスク管理の取組、人員配置
の適正化、ルールの徹底、適正な監査の実施、組織
風土改革の推進、文書の適正管理、お客様の住所の
適切な把握と返送郵便物の適切な対応

Ⅲ 業務運営における公正性及び透明性の確保その他
　業務運営に関する重要事項
　１．内部統制システムの有効性確保

Ⅳ 予算、収支計画及び資金計画
　１．予算

Ⅴ 不要財産又は不要財産となることが見込まれる財
　産の処分に関する計画

　２．収支

　３．資金計画

「お客様へのお約束10か条」の実現 　７．お客様サービスの向上

人員体制及び人件費、一般管理費及び業務経費　２．運営経費の抑制等

委託業者の適切な選定、委託業務の管理・監視、複
数年契約の活用

　３．外部委託の推進

契約の競争性・透明性の確保、調達委員会による事
前審査等、複数年契約等合理的な契約形態の活用

　４．契約の競争性・透明性の確保等

現行システムの適切かつ確実な運用、現行システム
の制度改正等への対応、現行システムの業務改善へ
の対応、社会保険オンラインシステムの見直し

　５．社会保険オンラインシステムの運用・開発、
　　　見直し

人事方針、人材登用、適正な人事評価制度の運用、
人材育成、働きやすい職場環境の確立、健全な労使
関係

　２．人事及び人材の育成

事務処理誤り等の公表、年次報告書（アニュアルレ
ポート）の作成・発行、その他業務運営に関する情
報の公表

　３．情報公開の推進

組織体制の確立、個人情報保護に対する職員の意識
の徹底、システム上の対策、業務運営上の対策、外
部委託先における個人情報の管理、監査によチェック

・資産管理見直し方針の決定
・6宿舎の廃止、国庫納付の実施

中期目標、中期計画及び年度計画に基づき予算、収
支計画、資産計画の作成

　４．個人情報の保護に関する事項

　８．ＩＣＴ化の推進

女性

男性

49.1

0.12

83.0

2.03

2014年度

86.6

2.30

2015年度

81.5

2.65

2016年

81.8

3.16

2017年

83.2

5.14

2018年

（単位：％）

82.2

6.16

1996年度 2013年度

※�育児休業取得率＝出産者のうち、調査時点までに育児休業を開始した者（開始予定の申出をしている者を含む）
の数／調査前々年10月１日～翌年９月30日における（上表1996年においては前年度１年間）の出産者（男性の
場合は配偶者が出産した者）の数

　2016年度分の最終納付率は74.6％
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■ 表３　年齢階級別最終納付率（2016年度分）
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